
鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、鎌ケ谷市が発注する建設工事の契約を締結しようとする場合

において、低入札価格調査の実施から落札者の決定までの事務手続及びその他の事

項について定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 低入札価格調査 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施 

行令」という。）第１６７条の１０の２第２項（施行令第１６７条の１３におい 

て準用する場合を含む。）の規定に基づき、落札者となるべき者の当該申込み 

に係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされない 

おそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。 

（２） 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。 

（３） 予算執行者 鎌ケ谷市財務規則第３条第５号に規定する者をいう。 

（４） 第１順位者 鎌ケ谷市建設工事総合評価競争入札方式実施要綱（以下「総 

合評価実施要綱」という。）第８条第１項に規定する落札者となるべき評価値の 

最も高い者をいう。 

（５） 低価格入札者 総合評価実施要綱第８条第１項各号に該当し、かつ、調査 

 基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、総合評価実施要綱第８条第 

１項各号に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、 

評価値の最も高い者（以下「高評価値者」という。）に比して評価値が同等以上 

である者をいう。 

（６） 調査除外者 第１１条第４項若しくは第６項又は第１２条第６項の規定に 

より低入札価格調査を中止した者又は実施しない者をいう。 

（７） 調査対象者 低価格入札者のうち、調査除外者でない者をいう。 

（８） 被調査者 低価格入札者のうち、現に低入札価格調査を受けている者をい 

う。 

 （適用対象工事等） 

第３条 低入札価格調査の対象は、総合評価方式による一般競争入札で契約を締結す

る建設工事とする。 

（調査基準価格） 

第４条 調査基準価格（消費税及び地方消費税相当額を除いた価格をいう。以下この

条、次条第２項及び第６条において同じ。）は、次に掲げる額（その額に１円未満

の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を合計した額（その額に１,０００

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。この場合において、

その額が予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除いた価格をいう。以下この条



及び第６条において同じ。）に１００分の９２を乗じて得た額を超える場合にあっ

ては予定価格に１００分の９２を乗じて得た額（その額に１,０００円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てた額）、その額が予定価格に１００分の７５を乗

じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に１００分の７５を乗じて得た額

（その額に１,０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を調査

基準価格とする。 

（１） 直接工事費の額（消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。以下こ

の項及び次条第２項において同じ。）に１００分の９７を乗じて得た額 

（２） 共通仮設費の額（消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。以下こ

の項及び次条第２項において同じ。）に１００分の９０を乗じて得た額 

（３） 現場管理費の額（消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。以下こ

の項及び次条第２項において同じ。）に１００分の９０を乗じて得た額 

（４） 一般管理費等の額（消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。以下

この項及び次条第２項において同じ。）に１００分の６８を乗じて得た額 

２ 工事の性質上、前項の規定により調査基準価格を定めることが困難な場合にあっ

ては、予定価格に１００分の９２を乗じて得た額から予定価格に１００分の７５を

乗じて得た額までの範囲内で調査基準価格を定めるものとする。 

 （失格判定基準及び失格判定基準価格） 

第５条 調査基準価格に満たない価格で申込みがあった場合において、極端な安価に

よる受注により品質が確保されないとされる価格を下回る場合には失格とする基

準（以下「失格判定基準」という。）の価格（消費税及び地方消費税相当額を除い

た価格をいう。以下「失格判定基準価格」という。）は、次に掲げる額（その額に

１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）を合計した額（その額に１,

０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

（１） 直接工事費の額に１００分の７５を乗じて得た額 

（２） 共通仮設費の額に１００分の７０を乗じて得た額 

（３） 現場管理費の額に１００分の７０を乗じて得た額 

（４） 一般管理費等の額に１００分の３０を乗じて得た額  

（予定価格書の作成） 

第６条 予算執行者は、予定価格書に予定価格及び調査基準価格を記載するものと

する。 

 （入札者への周知） 

第７条 低入札価格調査の対象となる一般競争入札を執行するときは、市長は、入札

公告等に次の事項を明記するものとする。 

（１） 調査基準価格が設定されていること及びその額。 

（２） 第１順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保 

留とし、調査実施のうえ後日それを決定すること及び入札者に対しその決定の通 

知をすること。 



（３） 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、第１順位者であっても 

必ずしも落札者とならない場合があること。 

（４） 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、事情聴取等の調査に協 

力すべきこと。なお、第１順位者でなくとも調査を実施する場合があり、調査に 

協力しない者は、入札を無効とすること。 

（５） 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約の保証 

金の額は、請負代金額の１０分の３以上とすること。 

 （入札の執行） 

第８条 入札の結果、第１順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、予算

執行者は、落札者の決定を保留する旨及び落札者は後日決定する旨を告げて、そ

の入札を終了する。ただし、電子入札により執行した場合においては、電子入札シ

ステムによる「保留通知書」を発行することをもって代えるものとする。 

 （第１順位者に対する低入札価格調査の実施） 

第９条 前条の規定に基づき入札を終了したときは、市長は、第１順位者に対し低入

札価格調査を実施しなければならない。 

（低入札価格調査の方法及び調査事項） 

第１０条 低入札価格調査は、入札金額が第５条の失格判定基準価格に該当するか否

かを判断するものとし、該当する者については失格とし、次項に掲げる調査は行わ

ないものとする。 

２ 前項により失格判定基準価格に該当しないと判断された者に対して、市長は、次

条により徴する低入札価格調査報告書等の精査、第１２条の規定により実施する事

情聴取及び関係機関への照会等の方法により、次の各号に掲げる事項について調査

を実施するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、その一部を省略するこ

とができるものとする。 

（１） 当該価格で入札した理由 

（２） 入札価格の積算内訳に関する事項 

（３） 労務者の供給に関する事項 

（４） 手持工事の状況 

（５） 契約対象工事箇所と入札者の事務所及び倉庫等との位置関係等 

（６） 資材（機器）の調達に関する事項 

（７） 手持ち機械に関する事項 

（８） 建設副産物に関する事項 

（９） 過去に施工した同種の公共工事の名称、発注者名及び成績 

（１０） 経営内容に関する事項 

（１１） 経営状況について取引金融機関及び保証会社等への照会 

（１２） その他の必要な事項 

（低入札価格調査報告書等） 

第１１条 市長は、第８条第１項の規定により入札を終了した後直ちに、前条第１



項の失格判定基準価格に該当する者を除く低価格入札者全者に対し、低入札価格

調査通知書（別記第１号様式）を送付する。 

２ 前項の通知書を収受した者は、低入札価格調査報告書（別記第２号様式）を提出

しなければならない。 

３ 低入札価格調査報告書の提出期限は、入札執行日の翌日から起算して６日目の

日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日以後の直近の休日でな

い日を提出期限とする。 

４ 市長は、前項に規定する期限までに低入札価格調査報告書を提出しない者が被

調査者であるときは調査を中止とし、又は未提出者が被調査者以外の調査対象者で

あるときは以後の調査を実施しないものとする。 

５ 低価格入札者が、低入札価格調査報告書を提出するに際し、低入札価格調査報

告書の内容を立証するため、自らが必要と認める書類（以下「任意提出書類」とい

う。）を低入札価格調査報告書と併せて提出することは差し支えない。 

６ 低入札価格調査報告書については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替

え及び書類の追加提出は認めないものとし、調査の途中段階において低入札価格

調査報告書に不備があることが明らかとなった場合は、市長は、当該被調査者に対

する調査を中止するものとする。ただし、市長は、低入札価格調査報告書等及び事

情聴取の内容により、記載要領に従った記載を行うべきこと又は必要な添付書類

を提出すべきことなどの教示を行ったときは、１回に限り、提出期限後の書類の

追加提出のみを認めるものとし、これによってもなお不備があるときは、当該被

調査者に対する調査を中止するものとする。この場合において、書類の追加提出

に係る提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定す

るものとする。 

７ 任意提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書

類の追加提出は認めないものとする。 

 （事情聴取の実施） 

第１２条 市長は、被調査者に対する事情聴取を実施し、契約の内容に適合した履

行がされないおそれがないかを厳格に確認しなければならない。 

２ 前項の規定による事情聴取は、第１順位者については入札執行日の翌日から起

算して１３日目の日までに実施しなければならない。ただし、その日が休日に当た

るときは、その翌日以後の直近の休日でない日までとする。 

３ 第１項の規定による事情聴取は、必要に応じ複数回実施することができる。 

４ 第１項の規定による事情聴取は、前条第２項の規定により提出を求める低入札

価格調査報告書の収受後でなければ、これを実施することができない。 

５ 市長は、第１項の規定により事情聴取を実施するときは、予め調査対象者に対

し事情聴取実施通知書（別記第３号様式）により通知しなければならない。 

６ 市長は、被調査者が事情聴取に応じないときは、当該被調査者に対する低入札

価格調査を中止するものとする。 



 （取引金融機関等への調査） 

第１３条 市長は、第１０条第２項第１１号に掲げる事項について低入札価格調査

を実施するにあたり、被調査者から同意書（別記第４号様式）を徴するものとす

る。 

 （書類の提出） 

第１４条 市長は、被調査者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用して

いると認めるとき又は被調査者から提出された低入札価格調査報告書及び任意提

出書類では契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を判断するに十分

でないと認めるときは、必要に応じ、契約の内容に適合した履行がされないおそ

れがあるか否かを判断するために必要な書類（以下「別途提出書類」という。）の

提出を求めることができる。この場合において、別途提出書類の提出期限について

は、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。 

２ 別途提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書

類の追加提出は認めないものとする。 

３ 別途提出書類は、第１１条第２項の規定により提出を求める低入札価格調査報

告書の収受後でなければ、これの提出を求めることができない。 

 （低入札価格調査表の作成） 

第１５条 予算執行者は、第９条から前条まで及び次条に規定する低入札価格調査を

実施したときは、その調査結果に基づき、低入札価格調査表（別記第５号様式）を

作成しなければならない。 

 （第２順位者以下の者に対する低入札価格調査の実施） 

第１６条 市長は、第１順位者に係る調査結果について失格判定基準に該当すると判

断したとき又は第１順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査

対象者のうち第１順位者の次に評価値の高い者（以下「第２順位者」という。）に

ついて、低入札価格調査を実施するものとする。 

２ 市長は、第２順位者に係る調査結果についても失格判定基準に該当すると判断し

たとき又は第２順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象

者のうち第２順位者の次に評価値の高い者について、低入札価格調査を実施する

ものとし、以下順次同様に、調査対象者について低入札価格調査を実施するもの

とする。 

３ 前各項の規定にかかわらず、市長は、複数の低価格入札者について並行して低入

札価格調査を実施することができるものとする。 

 （低入札価格調査委員会の設置） 

第１７条 契約内容に適合した履行が可能か否かを審査するため、低入札価格調査委

員会（以下「委員会」という。）を設置するものとする。 

（委員会の組織） 

第１８条 委員会は、鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会（以下「審査会」とい

う。）の委員をもって組織し、委員長は審査会の委員長が、副委員長は審査会の副



委員長が担うものとする。 

（会議） 

第１９条 委員会の会議は委員長が招集し、議長となる。 

２ 委員会の会議は過半数の出席者がなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決すると

ころによる。 

 （委員会による審査） 

第２０条 第１５条に規定する低入札価格調査表の作成が終了したときは、予算執行

者は、委員会に対し、低入札価格審査依頼書（別記第６号様式）により、低入札価

格調査表を提出し、審査を依頼しなければならない。 

２ 委員会は、失格判定基準価格以外の失格判定基準（別表１）に従い審査を行わな

ければならない。 

３ 委員会は、第１項の規定により審査を求められたときは、速やかに審査を行い、

その結果について審査結果報告書（別記第７号様式）により予算執行者へ報告する

ものとする。 

 （失格判定基準該当の決定） 

第２１条 市長は、低入札価格調査結果及び委員会の審査結果を踏まえ、失格判定

基準価格以外の失格判定基準に該当するか否かを決定するものとする。 

 （落札者の決定等） 

第２２条 市長は、前条の規定により第１順位者である調査対象者が失格判定基準

価格以外の失格判定基準に該当しないと決定したときは、当該者を落札者とし、該

当すると決定したときは、当該者を失格者とする。 

２ 市長は、第１順位者である調査対象者が、委員会において審査された低入札価格

調査結果により失格判定基準に該当すると決定したときは第２順位者以降の者を

落札者と決定する。 

３ 前項に規定する場合においては、次の各号に定めることにより落札者の決定を行

うものとする。 

（１） 当該入札に申込みをした者のうち、第２順位者が調査対象者以外の者であ

って予定価格の制限の範囲内の価格をもって当該入札に申込みをした者である

ときは、当該第２順位者を落札者として決定する。 

（２） 当該入札に申込みをした者のうち、第２順位者が調査対象者であるときは、

前各項及び前号の規定を準用して落札者を決定するものとし、第３順位者以降の

者についても、同様とする。 

（３） 前各号に規定する落札者の決定においてその落札者を決定しないときは、

調査対象者以外の当該入札に申込みをした者のうち、最低の入札価格が予定価格

の制限の範囲内に達していない場合においては、当該入札を不調とする。 

４ 市長は、調査除外者のした入札を無効と決定する。 

５ 市長は、前各項の規定により落札者を決定したときは、当該入札に申込みをした



者に対し入札結果通知書（別記第８号様式）により通知するものとする。ただし、

電子入札を執行した場合においては電子入札システムにより通知するものとする。 

 （調査対象工事の概要等の公表） 

第２３条 市長は、調査対象となった工事の概要について、当該工事に係る契約の

締結後、低入札価格調査対象工事一覧（別記第９号様式）により作成しなければな

らない。 

２ 市長は、低価格入札者のうち、前条第１項の規定により失格者とした者に係る

低入札価格調査等の概要を、当該工事に係る契約の締結後、低入札価格調査の実施

概要（別記第１０号様式）により作成しなければならない。 

３ 前各項の規定により作成した概要等の公表は、契約主管課内において閲覧に供す

る方法及び市のホームページに掲載する方法によるものとする。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年１０月２２日から施行する。 

   附 則（平成２６年７月２３日告示第６７号） 

この告示は、告示の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成３１年３月３１日告示第２７号の３） 

この告示は、告示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱の規

定は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（令和元年８月２０日告示第３１号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和２年３月５日告示第１４号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

  附 則（令和４年４月１９日告示第５７号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

 

 

 

 



 
 

  

別表１（第２０条関係） 

 失格判定基準価格以外の失格判定基準 

 

 

 

 

 

 

項   目 内      容 

１ 設計仕様等に適

合しない場合 

１ 本市が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量や工法、施

工条件を満足していない場合 

２ 材料・製品について、本市が示した設計仕様に適合した品質・規格

を満足していない場合 

２ 積算内訳書算出

根拠が適正でない

場合 

１ 算出根拠が明確でない場合 

２ 金額が一括計上されている場合 

３ 下請け見積額を下回る積算額が計上されている場合 

４ 下請け見積書等の工事内容（規模、工法、数量等）が不明確な場合 

５ 資材（機器）購入に係る見積額を下回る積算額が計上されている場合 

６ 監理技術者等の人件費、保険料、工事登録費用等の必要な経費が計

上されていない場合 

７ 下請予定業者の見積金額が過去に取引した実績のある価格を基礎と

して見積もられておらず、積算内訳書記載価格がいわゆる「指し値」で

ある等、不当に低額に設定されたことが明白である場合 

３ 建設副産物の

処理が適正でな

い場合 

１ 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合 

２ 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致してい

ない場合 

４ 法令違反や契約

上の基本事項違反

等であると認めら

れる場合 

１ 監理技術者等が重複専任になる場合 

２ その他法令違反 

５ 上記のほか、適

正な工事の履行が

なされないと認め

られる場合 

１ 経営状況が不健全と認められる場合 

２ その他 


